
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 窓口受付時間を変更します 
 

 働き方改革の一環として、恒常的な時間外勤務の短縮を図り、より良い職員の労働

環境を整備するとともに、人材育成および離職防止に努めるため、令和８年 10 月１

日から窓口受付時間の変更を行います。なお、窓口受付時間を短縮した時間について

は、窓口準備や片付け、内部事務作業、打ち合わせや会議など市民サービス向上のた

めの検討時間とします。 

 

窓口受付時間の変更 

現 行：午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

変更後：午前９時から午後４時 30 分まで 

開始時期 

令和８年 10 月１日（木） 

対象施設 

・本庁舎（全フロア） 

・出張所（全４施設） 

・高岡浄水場（水道課） 

・浄化センター（下水道課） 

・保健相談センター 

・文化財室 

（子育て総合支援センター、教育センター、学校給食センター、公民館等の公の施設

および上記対象施設以外の窓口受付時間の変更はありません。） 

※緊急を要するときなど、状況により対応することが適切と判断される場合は、午

後４時 30 分以降の窓口来庁者であっても対応を可能とします。 

※火曜日の午後７時までの延長窓口は、引き続き実施します。 

※電話受け付けは、引き続き午前８時 30 分から午後５時 15 分まで対応します。 

※職員の勤務時間は変更ありません。 
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